
  

一 

地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

地
域
主
権
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

 

題
名
中
「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
」
を
「
地
域
主
権
改
革
」
に
改
め
る
。 

 

第
三
条
の
う
ち
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
日
本
国
憲
法
の
国
民
主
権
」
を
「
地
域
主
権

改
革
（
日
本
国
憲
法
」
に
改
め
、
「
改
革
」
の
下
に
「
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
改
正
規
定
の
前
に
次
の
改
正

規
定
を
加
え
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

「
第
三
目 

地
域
主
権
戦
略
会
議
（
第 

目
次
中
「
第
三
目 

総
合
科
学
技
術
会
議
（
第
二
十
六
条
―
第
三
十
六
条
）
」
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
四
目 

総
合
科
学
技
術
会
議
（
第 

 

二
十
五
条
の
二
―
第
二
十
五
条
の
九
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 

二
十
六
条
―
第
三
十
六
条
） 

 
 
 

」 

 

第
三
条
の
う
ち
第
四
条
第
三
項
第
六
号
の
次
に
一
号
を
加
え
る
改
正
規
定
中
「
第
一
項
第
三
号
の
二
の
改
革
」
を
「
地
域
主

権
改
革
」
に
改
め
、
同
改
正
規
定
の
次
に
次
の
改
正
規
定
を
加
え
る
。 

 



 

二 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
地
域
主
権
戦
略
会
議 

 
 

第
十
八
条
第
一
項
中
「
総
合
科
学
技
術
会
議
」
を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

総
合
科
学
技
術
会
議
」 

 
 

第
三
章
第
三
節
第
二
款
中
第
三
目
を
第
四
目
と
し
、
第
二
目
の
次
に
次
の
一
目
を
加
え
る
。 

第
三
目 

地
域
主
権
戦
略
会
議 

 
 

（
所
掌
事
務
等
） 

 

第
二
十
五
条
の
二 

地
域
主
権
戦
略
会
議
（
以
下
こ
の
目
に
お
い
て
「
会
議
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
。 

 
 

一 

内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
、
地
域
主
権
改
革
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
そ
の
他
の
地
域
主
権
改
革
に
関
す
る

重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
。 

 
 

二 

内
閣
総
理
大
臣
又
は
関
係
各
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
、
地
域
主
権
改
革
に
関
連
す
る
重
要
事
項
で
あ
っ
て
地
方
公
共

団
体
の
権
限
又
は
財
政
に
著
し
い
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
に
つ
い
て
調
査
審
議
す
る
こ
と
。 

 
 

三 

前
二
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
規
定
す
る
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。 

 
 

四 

第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
す
る
施
策
の
実
施
を
推
進
す
る
こ
と
。 



  

三 

 
２ 

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
特
命
担
当
大
臣
で
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
掲
げ
る
事
務
を
掌
理
す
る

も
の
（
以
下
「
地
域
主
権
改
革
担
当
大
臣
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
掌
理
す
る
事
務
に
係
る
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
重

要
事
項
に
つ
い
て
、
会
議
に
諮
問
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

前
項
の
諮
問
に
応
じ
て
会
議
が
行
う
答
申
は
、
地
域
主
権
改
革
担
当
大
臣
に
対
し
行
う
も
の
と
し
、
地
域
主
権
改
革
担

当
大
臣
が
置
か
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

４ 

会
議
は
、
地
域
主
権
改
革
担
当
大
臣
が
掌
理
す
る
事
務
に
係
る
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
地
域

主
権
改
革
担
当
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
組
織
） 

 

第
二
十
五
条
の
三 

会
議
は
、
議
長
及
び
議
員
十
五
人
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。 

 
 

（
議
長
） 

第
二
十
五
条
の
四 

議
長
は
、
内
閣
総
理
大
臣
を
も
っ
て
充
て
る
。 

２ 

議
長
は
、
会
務
を
総
理
す
る
。 

３ 

議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
内
閣
官
房
長
官
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。 



 

四 

４ 

地
域
主
権
改
革
担
当
大
臣
が
置
か
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
議
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
地
域
主
権
改
革
担
当
大
臣
が
、
内
閣
官
房
長
官
に
代
わ
っ
て
、
議
長
の
職
務
を
代
理
す
る
。 

 
 

（
議
員
） 

 

第
二
十
五
条
の
五 

議
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

 
 

一 

内
閣
官
房
長
官 

 
 

二 

地
域
主
権
改
革
担
当
大
臣 

 
 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
者
の
ほ
か
、
国
務
大
臣
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者 

 
 

四 

前
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
関
係
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
定
す
る
者 

五 

地
域
主
権
改
革
に
関
す
る
政
策
に
つ
い
て
優
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
者 

 

２ 

議
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
十
五
条
の
三
及
び
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
第
一
号
か
ら

第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
議
員
で
あ
る
国
務
大
臣
以
外
の
国
務
大
臣
を
、
議
案
を
限
っ
て
、
議
員
と
し
て
、
臨
時
に
会
議
に

参
加
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

３ 

第
一
項
第
四
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
議
員
は
、
非
常
勤
と
す
る
。 



  

五 

 
 

（
議
員
の
任
期
） 

 

第
二
十
五
条
の
六 

前
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
議
員
の
任
期
は
、
三
年
と
す
る
。
た
だ
し
、
補
欠
の
議
員
の
任
期
は
、

前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。 

 

２ 

前
項
の
議
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
事
務
局
） 

 

第
二
十
五
条
の
七 

会
議
に
、
そ
の
事
務
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
事
務
局
を
置
く
。 

２ 

事
務
局
に
、
事
務
局
長
そ
の
他
の
職
員
を
置
く
。 

３ 

事
務
局
長
は
、
関
係
の
あ
る
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
三
十
九
条
本
文
に
規
定
す
る
国
会
議
員

が
そ
の
職
を
兼
ね
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
職
（
内
閣
総
理
大
臣
そ
の
他
の
国
務
大
臣
を
除
く
。
）
を
占
め
る
者
の

う
ち
か
ら
、
内
閣
総
理
大
臣
が
指
名
す
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。 

４ 

事
務
局
長
は
、
議
長
の
命
を
受
け
て
、
局
務
を
掌
理
す
る
。 

 
 

（
資
料
提
出
の
要
求
等
） 

 

第
二
十
五
条
の
八 

会
議
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に



 

六 

対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
会
議
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
で

あ
っ
て
審
議
の
対
象
と
な
る
事
項
に
関
し
識
見
を
有
す
る
者
に
対
し
て
も
、
必
要
な
協
力
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
政
令
へ
の
委
任
） 

 

第
二
十
五
条
の
九 
第
二
十
五
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
議
の
組
織
及
び
運
営
そ
の
他
会
議
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。 

 

附
則
第
一
条
第
二
号
中
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

三 

第
三
条
の
規
定
及
び
附
則
第
四
十
四
条
の
規
定 

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日 

 

附
則
第
四
条
中
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
五
条
」
に
改
め
る
。 

 

附
則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
七
条
の
表
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
老
人
福
祉
法
第
十
七
条
第
一
項
の
項
及
び
第

十
九
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
障
害
者
自
立
支
援
法
第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
の
項
並
び
に
附
則
第
三
十
六
条
第

一
項
中
「
附
則
第
四
十
六
条
」
を
「
附
則
第
四
十
五
条
」
に
改
め
る
。 



  

七 

 
附
則
第
四
十
三
条
を
削
り
、
附
則
第
四
十
四
条
を
附
則
第
四
十
三
条
と
す
る
。 

 

附
則
第
四
十
五
条
を
削
る
。 

附
則
第
四
十
六
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
附
則
第
四
十
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
見
出
し
及
び
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
検
討
） 

第
四
十
四
条 

政
府
は
、
第
三
条
の
規
定
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
内
閣
府
設
置
法
第
四
条
第

一
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
地
域
主
権
改
革
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
地
域
主
権
改
革
」
と
い
う
。
）
の
進
捗
状
況
そ

の
他
経
済
社
会
情
勢
等
を
勘
案
し
、
地
域
主
権
改
革
を
更
に
進
め
る
観
点
か
ら
、
地
域
主
権
戦
略
会
議
の
所
掌
事
務
及
び
組

織
そ
の
他
の
地
域
主
権
改
革
に
係
る
体
制
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。 

 

附
則
第
四
十
七
条
を
附
則
第
四
十
六
条
と
す
る
。 


